
  

★確定申告は学習して自主申告！★ 

申告納税制度は、憲法の国民主権に基づくものであり、主権者である国民

が自分の税金を自ら計算し、申告・納税をすることで政治に参加するという 

理念を持っています。また、納税者が自らで税法を正しく理解し、その税法に

従って申告と納税をするという極めて民主的な制度です。 

 「自主記帳・自主計算」を基本とした「自主申告」は大きな意味があり、申告

納税制度を発展させる力になります。国税通則法第１６条では「納税すべき

税額が、納税者のする申告により確定することを原則とする」と定めています。

事業を行っている人の所得は、１年間の事業活動の結果として発生しますが、

それは毎日の事業活動の積み重ねによるものです。消費税についても、１年

間の取引をもとに計算して確定申告をしなければなりません。日々の記帳を

通じて納税者としての権利意識を高める事にもなります。資料を整理し、売上

帳や現金出納帳、経費帳などを作成していきます。組合で斡旋している  

「所得計算書」（５００円）を利用して下さい。自分の経営状況を把握すること

ができ、経営の基本となるものです。 

誤った申告は提出時には訂正してもらえません。少なくても３年後に訂正

の指摘とも言える税務調査が行われます。是正された場合は、追徴課税や

重加算税などのいわゆる附帯税が課せられ、場合によっては５年間さかのぼ

る事もあります。しっかり学習をして正しい申告をすることが減税への近道とな

りますので奮ってご参加下さい。学習会は初心者大歓迎です。全組合員を

税対部員とし、自主申告をする仲間は誰でも参加できる学習会を下記の日

程で開催しております。 

〇確定申告学習（相談）会 ＊いずれも１０時～１２時 

［とき］２月１５（木、１６（金、１９（月、２０（火、２１（水、２２（木、２６（月、２７（火、２８（水 

［参加費用］お問い合わせください。 

日曜開催：３月３日（日）開催時間は支部までお問い合わせください。 

〇３．１３重税反対・集団申告行動  

［とき］３月１３日（水）午前１０時舟入場公園 午前１１時頃目黒税務署 

★建設用電線ケーブル新規受注停止への対応要請★  

昨年末から、建設電線（ＣＶ、ＣＶＴ、ＳＶ、ＶＶＦケーブル等）のひっぱく状況

が仲間から寄せられています。急きょ、建設アクション構成団体で、１月２２日

に国交省・建設市場整備課及び経産省・金属課へ安定供給の要請を行いま

した（４団体・２０人参加／東京土建より４人が参加）。両省から「ひっ迫状況

の原因は調査中」であり、実態は「３月末までは新規受注は厳しい」「価格上

昇幅への懸念」とあがっています。現場では電線の盗難多発、流通も通常の

１．５倍から２倍の価格で少ない品目の取り合いが報告されています。品物が

入らなければ見積もりはおろか工事完成もできず入金がなければ私たちは

死活問題です。今後は、状況を見ながら再度の要請行動を検討します。群

会議報告書などで、仲間の状況を支部までお寄せください。 

★首都圏建設組合基本調査、アンケートの取り組みにご協力ください★ 

前回は２０１２年に実施された「首都圏建設労働組合の戦略確立のための

組合員基本調査」に取り組みます。組合員の就労・生活実態や抱えている課

題、建設労働組合に対する意識や期待などについての傾向、要求の柱を明

らかにし、対資本闘争や構築が進む職種別での賃金構造に呼応した賃金引

上げ運動や処遇改善、労使混在する組合の状況分析を通じた組織強化の

ため、基本調査を行います。 

対象者はランダムに抽出されております。対象者は封筒に入っているアン

ケートがありますのでお受け取りになりましたらご記入いただき、分会へお渡

しください。劣悪な環境を改善するためにはみなさまの声が必要です。１０

０％回収をめざして取り組みます。 

××××  目黒区はどうなっていく？ Ｐａｒｔ125 ×××× 

〇めぐろ被災者を支援する会 第１４回裁判傍聴行動 ［行動費］４､０００円 

結審の第１３回。被告一人に対して原告目黒区は４人の職員が出廷。被告

（目黒区）は原告（被災者）を 

被告は気仙沼市に災害公営住宅の取り下げ届を出していない事から目黒区

としては気仙沼から支援を受けているので目黒区からは支援を受けていない

ので家賃を請求するのが妥当と言うのが言い分。被災者支援をするとして受

け入れたにもかかわらず、理解のできない主張で被災者へ高額請求と追い

出そうとしています。次回、判決で「原告を棄却」となれば被告の勝訴。「被告

は原告に対し一部を支払い」でも被告の要望は通ったことになります。被災

者に寄り添って傍聴に参加しましょう。 

［とき］３月２５日（月）１３時１０分 ［ところ］東京地裁６０６号法廷  

 

◆◆◆当面の取り組み◆◆◆ みなさんのご協力をお願いします！ 

◎駅頭宣伝・集会・学習会◎ 

各種集会や宣伝行動を多くの仲間に参加してもらいたいので分会３人と 

せず、分会や群で呼びかけてください。また、急遽変更等ある場合もあります

のでご参加の方は支部までご確認ください。基本雨天中止。 

◎ピースウォーク◎毎週木曜日・雨天決行 ［交通費］１０００円 

［と き］２月２２、２９日、３月７、１４日（木）１２時１５分～ 

［ところ］中目黒舟入場公園 

◎目黒労協最賃宣伝 ［交通費］１０００円 

［と き］２月２２日（木）１７時３０分 ［ところ］中目黒駅  

［と き］３月 ８日（金）１７時３０分 ［ところ］学芸大学駅  

◎広尾病院を守る宣伝行動 ［交通費］１､０００円 

［と き］２月１７日（土）午後１３時３０分 ［ところ］田町駅 

［と き］２月２６日（月）午前１１時     ［ところ］病院門前 

［と き］３月 ９日（土）午後１３時３０分 ［ところ］広尾駅 

〇衆議院憲法審査会傍聴行動〇 要申込 

毎週木曜日午前中に開催の衆議院憲法審査会の傍聴行動に参加します。

審査会での議論について明らかにし改憲反対の世論を構築します。希望さ

れる方は継続して参加することをお勧めします。 

［と き］２月２２・２９日、３月７・１４・２１・２８日すべて（木）午前中 

［ところ］集合時間と場所などは申し込み時にお伝えします。  

［参 加］支部２人（１号動員） 

・希望する場合は傍聴希望日の１週間前までに支部までご連絡ください。 

・衆議院のスケジュールにより、開催できない事も多くありますので 

ご参加の方は必ず事前に支部までご確認ください。 

◎区民集会 ［交通費］１､０００円 分会１０人以上 

［と き］２月２４日（土）午後１３時３０分開演 ［ところ］中小企業センター 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

△△お知らせ△△ 【詳細はお問い合わせください】 

○映画チケット注文は事前にＦＡＸで申し込みしてください。（チラシ参照） 

■無料法律相談（弁護士）■ 毎月第４水曜日 

［とき］２月２８日（水）午後１４時より完全予約制 

◎輪投げ練習◎ 

［とき］２月１５、２２日（木）午後１４時［ところ］目黒支部会館２F 

□建築見学会□  

現地保存が不可能な文化的価値の高い歴史的建造物を移築し、復元・保

存・展示がされております。お昼は深大寺そば島田屋です。 

［とき］３月１６日（土）午前８時碑文谷パン集合 ［ところ］江戸東京たてもの園 

［参加費］１０００円 先着２７人 

☆未参加者発掘！癒しの冬サクプレ☆ 

日帰りスパで癒しの交流を図り、絆を深めます。碑文谷パンと目黒駅から大

型バスで移動し、入浴料・岩盤浴・レンタルタオル込みとなります。 

［と き］２月２３日（金祝） ［ところ］スパジャポ 東久留米市  

［参加費］１０００円、小学生無料 

〇勤労者通信大学２０２４年度受講生募集〇 

４月開講の勤通大の受講生を募集します。勤労者通信大学はものの見え方・

考え方、社会や経済の発展法則を学びます。支部役員から若手活動家も幅

広く受講を促します。通信試験のある４月、７月には受講者で集団学習会を

開催します。入門コース（６か月）、受講料支部負担。 

［申し込み締め切り］３月２２日（金） 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■署名のお願い■ 

１）平和、いのち、くらしを壊し、市民に負担を強いる軍拡、増税に 

反対する請願署名 

２）ふるさとを返せ津島原発訴訟公正判決署名 

３）全国一律最低賃金制度創設と時給１５００円以上を求める署名 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◇目黒支部第６７回定期大会 ４月７日（日）けんせつプラザ◇ 

◆青年部大会 ◆[とき]３月 ２日（土）２０：００～ [ところ]支部会館 

◆竹のこ会総会◆[とき]３月１０日（日）１０：００～[ところ]支部会館 

◆萩の会総会 ◆[とき]３月２３日（土）１８：３０［ところ］本町社教レクホール 

 


